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各仲裁機関の事件状況等について 

 

１ シンガポール国際仲裁センター（SIAC）について 

  ※ SIACの Annual Reportに基づく 

 

【仲裁申立件数、国際仲裁割合、第三国仲裁の割合等の推移】 

 仲裁申立件数（①） ①のうち国際仲裁割合 ①のうち第三国仲裁の割合 

2017 452 83％（＝374件） － 

2016 343 80％（≒274件） 42％（≒144件） 

2015 271 84％（≒227件） 42％（≒113件） 

2014 222 81％（≒179件） 42％（≒ 93件） 

2013 259 86％（≒222件） 48％（≒124件） 

   ⇒国際仲裁の件数は大きく増加傾向にある。 

第三国仲裁については、2015年までは増減を繰り返すも、2016年に件数が大きく増加している。 

 

【トップ 10内の当事者国籍別件数の推移】 

2017 2016 2015 

インド 176 インド 153 インド 91 

中国 77 中国 76 中国 46 

スイス 72 アメリカ 42 韓国 34 

アメリカ 70 インドネシア 38 アメリカ 33 

ドイツ 68 韓国 38 オーストラリア 32 

香港 38 オーストラリア 36 ベトナム 29 

ＵＡＥ 34 マレーシア 28 香港 26 

インドネシア 32 香港 27 インドネシア 24 

日本 27 イギリス 27 
英領 

ヴァージン諸島 
15 

韓国 27 オランダ 19 マレーシア 15 

 

【当事者国籍別件数の申立人・被申立人の内訳（2017年）】 

 申立人 被申立人 合計 

インド 57 119 176 

中国 35 119 77 

スイス 6 66 72 

アメリカ 39 29 70 

ドイツ 3 65 68 

香港 15 23 38 

UAE 13 21 34 

インドネシア 11 21 32 

日本 13 14 27 

韓国 13 14 27 
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２ 香港国際仲裁センター（HKIAC）について 

※ HKIACの Annual Report に基づく 

 

【仲裁申立件数、国際仲裁割合、第三国仲裁の推移】  

  仲裁申立件数（①） ①のうち国際仲裁割合 ①のうち第三国仲裁の割合 

2016 262 87.2％（≒228件） 49.1％（≒128件） 

2015 271 79.0％（≒214件） 43.3％（≒117件） 

2014 252 － － 

  ⇒仲裁申立件数、国際仲裁の件数は増加傾向にある。 

 

【トップ 10内の当事者国籍別件数の推移】 ※ 香港を除く 

   2016 2015 2014 

1位 中国本土 中国本土 中国本土 

2位 英領ヴァージン諸島 英領ヴァージン諸島 アメリカ 

3位 シンガポール マカオ／シンガポール シンガポール 

4位 アメリカ － イギリス 

5位 韓国 オーストラリア 英領ヴァージン諸島 

6位 
マーシャル諸島／ 

台湾／マカオ 
イギリス／アメリカ マカオ 

7位 － － インド 

8位 － ケイマン諸島 韓国 

9位 ケイマン諸島 韓国／マーシャル諸島 インドネシア 

10位 イギリス － 日本 

 ⇒中国本土の利用が毎年トップを占める。 

英領ヴァージン諸島やマーシャル諸島は租税回避地としても有名 
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３ 中国国際経済貿易仲裁委員会（CIETAC）について 

※ CIETACの Annual Reportに基づく 

 

【仲裁申立件数、国際仲裁申立件数､第三国仲裁申立件数の推移】 

 仲裁申立件数(①） ①のうち国際仲裁申立件数 第三国仲裁申立件数 

2016 2183 485（≒22%） － 

2015 1968 437（≒22%） 40 

2014 1610 387（≒24%） 28 

2013 1256 375（≒29%） 19 

2012 1060 331（≒31%） 18 

2011 1435 470（≒32%） 10 

2010 1352 418（≒30%） 14 

2009 1482 559（≒37%）  9 

⇒国内仲裁を含めた申立件数は近年大きく増加傾向にある。 

国際仲裁については全体として横ばいか減少傾向にある。 

 

【トップ 10内の当事者国籍別件数の推移】※中国本土を除く 

2016 2015 2014 

香港 137 香港 136 香港 110 

アメリカ 31 アメリカ 39 ドイツ 38 

韓国 29 ドイツ 32 インド 30 

シンガポール 22 シンガポール 16 香港 20 

ドイツ 16 日本 16 マレーシア 18 

イギリス 13 韓国 13 イギリス 17 

ロシア 12 マカオ 11 韓国 16 

日本 12 スイス 10 オーストラリア 14 

台湾 11 イタリア 10 インドネシア 13 

英領 

ヴァージン諸島 
11 台湾 9 タイ 10 
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４ 大韓商事仲裁法院（KCAB）について 

 ※ KCABの Annual Reportに基づく 

 

【仲裁申立件数、国際仲裁申立件数の推移】  

  仲裁申立件数（①） ①のうち国際仲裁申立件数（②） 

2016 381 62（≒16％） 

2015 413 74（≒18％） 

2014 382 87（≒22％） 

2013 338 77（≒22％） 

2012 360 85（≒23％） 

2011 323 77（≒23％） 

2010 316 52（≒16％） 

⇒仲裁申立件数及び国際仲裁申立件数は、全体としては増加傾向にあるといえる。 

2015 年の Annual Report には、同年の第三国仲裁については、仲裁申立件数のうち 4％との記載

がある。 
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５ 日本商事仲裁協会 （JCAA）について 

※ JCAAの事業報告書に基づく 

  

【仲裁申立件数の推移】  

 

 

 

 

 

 

 

 

【トップ 10内の当事者国籍別件数の推移】 

平成 28 年度 41件 平成 27 年度 47件 平成 26 年度 43件 

 
申立人 被申立人 

 
申立人 被申立人 

 
申立人 被申立人 

日本 26 25 日本 37 30 日本 32 28 

中国 4 5 韓国 5 6 韓国 4 3 

タイ 3 3 中国 4 3 アメリカ 2 3 

韓国 2 3 アメリカ 2 2 
シンガ 

ポール 
2 1 

アメリカ 1 3 
シンガ 

ポール 
2 

 
イギリス 1 

 

サウジ 

アラビア 
1 1 クウェート 1 1 台湾 1 3 

クウェート 1 1 
インド 

ネシア 
1 

 
オランダ 1 1 

メキシコ 1 
 

英領ヴァー 

ジン諸島 
1 2 ＵＡＥ 1 1 

台湾 1 3 タイ 1 3 レバノン 1 
 

英領ヴァー

ジン諸島 
1 1 

サウジ 

アラビア 
1 1 クウェート 1 

 

 

※ 中国には、香港及びマカオが含まれている。 

※ 各年度の「取扱い事件」は、各々の処理事件数を示すところ、次のとおり前年度からの継続事件

が含まれている。 

平成 28年度 41件のうち 25件 

   平成 27年度 47件のうち 26件 

   平成 26年度 43件のうち 29件 

  

  仲裁申立件数 

平成 28年度 16 

平成 27年度 21 

平成 26年度 14 

平成 25年度 26 

平成 24年度 15 

平成 23年度 22 
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６ 国際商業会議所（ICC）国際仲裁裁判所について 

 ※ICCの Dispute Resolution Bulletin 等に基づく 

 

 【仲裁申立事件数の推移】     【トップ 10内の当事者国籍別件数（2016 年）】 

 仲裁申立件数 

2017 810 

2016 966 

2015 801 

2014 791 

2013 767 

2012 759 

2011 796 

2010 793 

2009 817 

2008 663 

2007 599 

2006 593 

 

⇒2006年（593件）と 2016年（966件）の 10年間で、1.5倍超の増加となっている。 

 

【当事者国籍別件数の推移】 

 日本 韓国 香港 シンガポール 中国 インド 

2016 23 82 25 28 41 60 

2015 21 35 25 30 64 51 

2014 19 35 11 33 62 60 

2013 21 24 28 23 58 55 

2012 17 41 26 24 28 81 

2011 24 26 11 13 37 53 

2010 21 23 24 21 27 71 

2009 26 31 15 27 33 52 

2008 13 30 18 18 20 31 

2007 20 40 5 14 22 42 

 

【当事者国籍別件数の申立人・被申立人の内訳（2016年）】 

 国 申立人 被申立人 合計 

1 韓国 45 37 82 

2 中国 24 42 66 

3 インド 24 36 60 

4 シンガポール 17 11 28 

5 オーストラリア 12 14 26 

6 タイ 9 16 25 

7 日本 11 12 23 

8 マレーシア 5 12 17 

9 フィリピン 2 10 12 

10 インドネシア 4 7 11 

 

 国 当事者数 割合 

1 アメリカ 554 17.88％ 

2 英領ヴァージン諸島 269 8.68％ 

3 ベリーズ 135 4.36％ 

4 フランス 124 4.00％ 

5 ブラジル 123 3.97％ 

6 ドイツ 115 3.71％ 

7 メキシコ 105 3.39％ 

8 スペイン 88 2.84％ 

9 イタリア 84 2.71％ 

10 韓国 82 2.65％ 

11 トルコ 76 2.45％ 

12 中国（香港を含む） 66 2.13％ 
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【仲裁地別件数の推移】 

 日本 韓国 香港 
シンガ 

ポール 
中国 インド 

2016 0 8 8 26 0 7 

2015 2 3 11 35 1 3 

2014 2 3 16 24 0 7 

2013 3 3 14 33 0 4 

2012 2 2 11 36 1 11 

2011 5 1 8 24 1 6 

2010 3 0 14 24 0 7 

2009 5 2 9 38 0 7 

2008 3 4 12 31 0 2 

2007 4 6 7 17 0 4 

2012-2016 9 19 60 154 2 32 

2007-2016 29 32 110 288 3 58 

 


